
 

令和７年度採用（令和７月４月１日採用） 

練馬区会計年度任用職員「心理教育相談員」採用選考募集案内 
 

 

１ 採用予定数 

５名程度 
 
２ 任用期間 

令和７年４月１日から令和８年３月 31 日まで（１年間） 
 

※ 選考のうえ、同一の職務内容と認められる職に再度の任用を行うことがあります。 
 
３ 応募資格 

   つぎの各号のいずれかの要件を備えている者 

① 大学院で心理学を専攻し、修了した者 

② 臨床心理士、公認心理師、臨床発達心理士の資格を有する者 

③ ②の有資格者と同程度の知識と経験を有する者 
 
４ 職務内容 

１ 児童および生徒ならびにその保護者の心理分野の教育相談に関すること。 

２ 心理分野の教育相談に関する教職員等への支援に関すること。 

３ 関係機関等との連携および調整に関すること 等 
 
５ 勤務場所 

以下の４か所のいずれかとなります。 

※ 再度の任用を行う際には勤務場所が変わることがあります。  

勤務場所 実施事業 

学校教育支援センター   （光が丘６－４－１） 適応指導教室・教育相談室 

学校教育支援センター練馬 （豊玉北５－15－19） 教育相談室 

学校教育支援センター関  （関町北１－21－15） 教育相談室 

学校教育支援センター大泉 （東大泉３－18－９） 教育相談室 

 
６ 勤務条件 

 ⑴ 報 酬 額  月額 ２４５，１４９円 （地域手当相当額を含む） 

※ 報酬の支給日は、当月 15 日です。 

※ 採用されるまでに給与改定が行われた場合には、その額によります。 

※ 通勤に伴う交通費相当額を支給します。（１か月の上限額 55,000 円） 

※ この他に期末勤勉手当（６月および 12 月）の支給があります。 
 

⑵  勤務日数  月 16 日勤務 （月曜日～土曜日） 
 

⑶  勤務時間  １日７時間 45 分  

月～木曜および土曜日 8：30～17：15（途中60分間の休憩があります。） 

          金曜日        8:30～18:15 のうち 7 時間 45 分 

（途中 60 分間の休憩があります。） 
 

⑷ 勤務を要しない日 原則として、日曜、国民の祝日、年末年始およびその他指定日 
 

⑸ 時間外労働  原則としてありません。 

ただし、緊急支援等の場合は時間外勤務が発生することがあります。 
 

⑹ 加入保険   健康保険（有・無）、厚生年金保険（有・無）、雇用保険（有・無） 
 

⑺ 年次有給休暇 所定の年次有給休暇を付与します。 
 

⑻ その他    学校教育支援センター（練馬・関・大泉含む）は敷地内禁煙です。 
 



７ 申込手続 

⑴ 必要書類 
① 採用選考申込書（要顔写真） 

② 課題作文 

「採用選考申込フォーム」または「指定の様式」を使用してください。 
 
 
 
 
 
 
 

※ ご提出いただく書類に記載されている個人情報は、採用選考関係のみに使用し、選考終了後、破棄します。 

提出された申込書等は返却しませんので、あらかじめご了承ください。  
⑵ 受付期間 

  令和７年１月 21 日（火）から令和７年２月３日（月）まで【必着】  
⑶ 申込方法および申込先 

▶ LoGo フォーム 

    以下の採用選考申込フォームからお申し込みください。 
 

［URL］https://logoform.jp/f/c89eq    [二次元コード]  
▶ 郵送（特定記録郵便または簡易書留） 

封筒の表に朱書きで｢心理教育相談員採用選考書類在中｣と明記してお送りください。 
※ 普通郵便で送付した場合の事故については、責任は負いません。  

［宛先］〒179-0072 練馬区光が丘６－４－１ 練馬区立学校教育支援センター 
 
   ▶ 持参 受付時間は、月曜日～金曜日の午前９時から午後５時までです。 
 
    ※地方公務員法第 16 条各号のいずれかに該当する方は受験することができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
８ 選考方法・日程等 

⑴ 第一次選考(書類選考) 

    採用選考申込書の記載内容および課題作文により、選考します。 

    第一次選考結果については、令和７年２月 12 日(水)頃に申込者全員に通知予定です。 
 

⑵ 第二次選考（面接） 

     第一次選考の合格者を対象に、令和７年２月 16日(日) 午前９時から午後５時の間に面

接（20 分程度）を学校教育支援センター内で実施する予定です。時間は第一次選考の合格

通知とあわせてお知らせします。 

なお、面接当日に過去の刑罰歴や処分歴についての申告書をご記入いただきます。 

最終選考結果については、２月下旬に郵送にてお知らせします。 

 

９ 問合せ先 〒179-0072 東京都練馬区光が丘６－４－１ 

練馬区立学校教育支援センター 教育相談係 (電話)０３－６３８５－９９１１ 

課題（1200 字以内）  
  練馬区の心理教育相談員は、不登校や教育に関する悩みなど多岐にわたる相談に応じてい

ます。社会環境の変化が、子ども達の不登校や情緒の不安定さに大きな影響を与えているな

かで、このような子ども達や保護者を心理教育相談員としてどのように支えて（支援して）

いきますか。今までの経験や学びを踏まえ、あなたの考えを述べてください。 

〇地方公務員法 

(欠格条項) 

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験

若しくは選考を受けることができない。 

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑

に処せられた者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
 

※平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外）

は選考を受けることができません。 

https://logoform.jp/f/c89eq

